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岐阜県公安委員会公印規程 

 （目的） 

第１条 この規程は、岐阜県公安委員会の公印（以下「公印」という。）に関し、必要

な事項を定めることを目的とする。 

 （公印の制式等） 

第２条 公印の種類、制式及び用途は別表第１のとおりとする。 

 （公印の保管等） 

第３条 公印の備付箇所、個数及び管理責任者は別表第２のとおりとする。 

２ 前項の場合において、警察本部長は特に必要があると認めるときは、他の部署の長



に公印を保管させることができる。 

 （公印の登録） 

第４条 総務室総務課長は、公印台帳（別記様式）を備付け、公印の印影を登録しなけ

ればならない。 

 （印影の使用） 

第５条 公印の押印に代えて印影を印刷することができる。 

 （電子公印の出力） 

第６条 別表第３に掲げる公印の種類ごとに同表の用途の欄に定める文書に限り、公印

の押印に代えて、電子計算機に記録した当該公印の印影を出力したもの（以下「電子

公印」という。）を使用することができる。 

２ 前項に規定する電子公印の使用責任者は、別表第３に定めるところによる。 

 （警察本部長への委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか、公印の保管、使用等について必要な事項は、警

察本部長が定める。 

      昭和42年３月10日 

 岐阜県公安委員会規程第１号 

１ この規程は、昭和42年４月１日から施行する。 

２ 岐阜県公安委員会公印規程（昭和34年岐阜県公安委員会規程第４号。以下「旧規定」

という。）は廃止する。 

３ この規程の施行の際現に旧規程の規定に基づいて調整されている公印は、この規程

の相当規定に基づいて調製された公印とみなす。 

      昭和48年３月11日 

 岐阜県公安委員会規程第４号 

この規程は、昭和48年４月１日から施行する。 

      昭和48年７月27日 

      岐阜県公安委員会規程第５号 

この規程は、昭和48年８月１日から施行する。 

      昭和48年９月28日 

 岐阜県公安委員会規程第８号 

この規程は、昭和48年10月１日から施行する。 

      昭和51年４月１日 

      岐阜県公安委員会規程第１号 

この規程は、昭和51年４月１日から施行する。 

昭和52年４月１日 

岐阜県公安委員会規程第２号 
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この規程は、昭和52年４月１日から施行する。 

昭和54年２月15日 

      岐阜県公安委員会規程第１号 

この規程は、昭和54年２月15日から施行する。 

昭和54年７月１日 

      岐阜県公安委員会規程第３号 

この規程は、昭和54年７月23日から施行する。 

昭和57年11月１日 

      岐阜県公安委員会規程第６号 

この規程は、昭和58年１月４日から施行する。 

昭和59年２月10日 

      岐阜県公安委員会規程第１号 

この規程は、昭和59年３月１日から施行する。 

昭和60年６月22日 

      岐阜県公安委員会規程第４号 

この規程は、昭和60年７月１日から施行する。 

昭和61年３月28日 

      岐阜県公安委員会規程第１号 

この規程は、昭和61年４月１日から施行する。 

昭和62年３月23日 

      岐阜県公安委員会規程第３号 

この規程は、昭和62年３月23日から施行する。 

平成元年３月24日 

      岐阜県公安委員会規程第２号 

この規程は、平成元年４月１日から施行する。 

平成２年３月23日 

      岐阜県公安委員会規程第１号 

この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

      平成４年２月28日 

      岐阜県公安委員会規程第１号 

この規程は、平成４年３月１日から施行する。 

      平成６年９月21日 

      岐阜県公安委員会規程第５号 

この規程は、平成６年９月26日から実施する。 

平成６年10月14日 

      岐阜県公安委員会規程第７号抄 
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（施行期日） 

２ この規程による改正後の岐阜県公安委員会公印規程は、平成６年11月１日から施行す

る。 

      平成６年10月14日 

      岐阜県公安委員会規程第８号 

この規程は、平成６年11月１日から施行する。 

      平成８年11月22日 

      岐阜県公安委員会規程第６号 

この規程は、平成８年12月１日から施行する。 

      平成９年３月14日 

      岐阜県公安委員会規程第２号 

この規程は、平成９年４月１日から施行する。 

      平成12年９月29日 

      岐阜県公安委員会規程第８号 

この規程は、平成12年10月1日から施行する。 

      平成13年３月12日 

      岐阜県公安委員会規程第１号 

この規程は、平成13年４月１日から施行する。 

      平成13年８月24日 

      岐阜県公安委員会規程第７号 

この規程は、平成13年９月１日から施行する。 

      平成14年３月８日 

      岐阜県公安委員会規程第２号 

この規程は、平成14年３月11日から施行する。 

      平成14年６月28日 

      岐阜県公安委員会規程第９号 

この規程は、平成14年７月１日から施行する。 

      平成16年２月５日 

      岐阜県公安委員会規程第１号 

この規程は、平成16年３月１日から施行する。 

      平成16年12月13日 

      岐阜県公安委員会規程第５号 

１ この規程は、平成17年１月１日から施行する。 

２ この規程施行の際、現に使用する公印の印影登録は、改正後の公印台帳により整理する

ものとする。 
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      平成17年３月11日 

      岐阜県公安委員会規程第１号 

この規程は、平成17年４月１日から施行する。 

      平成18年３月24日 

      岐阜県公安委員会規程第５号 

この規程は、平成18年4月１日から施行する。 

      平成18年５月26日 

      岐阜県公安委員会規程第９号 

この規程は、平成18年６月１日から施行する。 

      平成28年２月12日 

      岐阜県公安委員会規程第１号 

この規程は、平成28年２月12日から施行する。 

      令和元年７月30日 

      岐阜県公安委員会規程第２号 

この規程は、公布の日から施行する。 

      令和４年９月９日 

      岐阜県公安委員会規程第８号 

この規程は、令和４年９月９日から施行する。 

      令和６年８月30日 

      岐阜県公安委員会規程第８号 

この規程は、令和６年９月１日から施行する。 
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